
「資格確認書」をお持ちの方、
有効期限が迫っています！

マイナ保険証をお持ちでない方に交付している
「資格確認書」は、年度末（2026.3.31）が有効期限と
なります。有効期限が切れるまでに、マイナ保険証のご準備
をお願いします！

けんぽからのお知らせ 2026年３月

トヨタ自動車東日本健康保険組合

令和８年３月３１日

※「資格確認書」は原則、社内便でのお渡しとなります。
（3月下旬以降、順次交付。）

注意）
マイナ保険証をご準備出来ない
場合は、健保HPより
「資格確認書(再)交付申請書」をご
提出下さい。

自動更新は
されません！

（更新手数料はかかりません）
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